
             自由民主党栃木県第４選挙区支部広報誌              

 

 

 第 15 号 

 

                       

 

 

第 190 回通常国会 

7月 25日に任期満了を迎える参議院選挙の日程に合わせて、年明け早々の 1月 4日か

ら第 190回通常国会が開会となりました。 

会期は 6月 1日までの 150日間となりますが、5月に伊勢志摩サミット(主要国首脳

会議)が控えている為、2015 年度補正予算案・2016 年度当初予算案・TPP 関連法案な

どの重要審議の見通しを早い段階でつけていかなければなりません。 

 

安倍総理は今国会を『未来に挑戦する国会』として、経済・地方創生・1 億総活躍社

会・外交の４つの課題に挑戦する意思を表明しました。 

 

第２次安倍内閣発足後 3年間でアベノミクス効果によって、確実に税収・企業収益は

増加しました。継続した経済対策により、地方創生につなげていく必要があります。 

一億総活躍社会実現のために、高齢者の方々の就労機会の確保・定年延長、女性の

社会進出の促進により、国民ひとりひとりが活躍できる環境づくりが必要です。 

また正規・非正規社員の労働環境・賃金格差是正の実現も合わせて求められます。 

 外交面では沖縄県の米軍普天間飛行場の移設問題、韓国の慰安婦問題、ロシアとの

領土問題などの課題解決に対応しなければなりません。 

 

国会対策委員長 留任 

2015 年１０月７日に３期目の国対委員長留任となりました。初就任からあっという

間に３年目を迎え、たくさんの法律の成立に携わりました。 

 

特に印象深いのは『特定秘密保護法案』・『安全保障関連法案』です。 

賛否両論がある中での成立となり、現状ではなかなか受け入れられない法案となって

しまいましたが、複雑化する世界情勢を考えると必ず必要になる法案だと確信してい

ます。自衛隊のように将来的に大多数の方々の賛同が頂けるように、丁寧な議論・説

明をしていかなければいけないと感じています。 

 

また消費税増税を柱とする『社会保障・税一体改革法案』も成立し、2014 年には消

費税が 8%となり、2017 年には 10%に増税になります。          

日常生活に大きな影響を与える増税ではありますが、将来世代の方々の為に避けては

通れない法案です。 
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国対委員長という役職は、法案の成否を左

右する役職であり、国民生活に大きな影

響・変化をもたらす仕事をさせて頂いてい

ることを肝に銘じて、職務を全うしたいと

思います。 

引続きのご支援・ご協力をお願い致します。 

 

 

 

自由民主党国会対策委員長 

衆議院議員 佐藤 勉 

 

ホームページ(http://www.satoben.jp/) 

 
 

『衆議院議員 さとう勉』オフィシャルホームページです。過去のつとむ通信を掲載

したり、ブログの公開などをしています。是非一度拝見頂ければと思います。 

 

 

さとう事務所からのご案内 
 
国政報告会（随時） 

「さとう勉」が皆様のもとへ出向き、皆様の声を直接伺わせて頂きます。地域単位でも、団

体の支部単位でも、趣味の集まりでも結構です。皆様のお声をお聞かせ下さい。 

事務所秘書がご相談をさせて頂きますが、皆様からもお気軽にお声を掛けて頂ければ幸いで

す。 

 

国会見学及び東京見学（随時） 

歌謡ショーや東京見学と併せて、国会を見学し、佐藤勉と語らいませんか？少人数でも、大

人数でも構いませんので、ご興味がございましたらお気軽にお声をお掛け下さい。 


